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FSIE制度に関する最新情報 
 

 

IRDが公表した事前裁定事例 

IRDはFSIE制度における経済的実体要件の遵守に関する事前裁定事例68号および事前裁定事例69号を公表した。これらは

IRDが公表したFSIE制度の適用に関する最初の2つの先行事例である。いずれの場合も、IRDから申請者に有利な裁定(すなわ

ち経済的実体要件が満たされている)が下され、その裁定は2023/24から2027/28の5年間の課税年度 (YOA) に適用される。 

公表された2件の先行事例の注目すべきポイントは以下の通り。 

• いずれの事例も、純粋持株事業体に関するものではなく、域外からの配当所得を得るMNE事業体に関するものである。 

• いずれの申請者も、香港に数名の取締役および従業員を擁し、事業運営を管理・サポートしているが、法務およびビジネスサ

ポート業務は香港の非関連サービスプロバイダーに委託している。 

• いずれの事例も、FSIE制度における特定の経済活動1が香港で実施される予定である。申請者はこれらの活動の一部を香港の非

関連サービスプロバイダーに委託し、委託された活動の適切な監視を実施する予定である。 

• いずれの事例も、域外からの配当所得の見積額、香港で計画されている従業員数、年間事業支出額は開示されていない。 

• 事前裁定事例69号では、申請者が香港の関連当事者に２つの無利子貸付を行い、申請者がその貸付を管理するために必要

な活動は最小限であることが述べられている。貸付の監督に関連する活動は、香港の申請者の取締役によって行われる。 

• しかし、上記の無利子貸付の取り決めは、域外からの配当所得のFSIE制度適用に関する裁定の判断とは無関係であると考えら

れる。 

1 特定の経済活動とは、 (i) 企業が取得し、保有し、又は処分する資産に関して必要な戦略的意思決定を行うこと、及び (ii) 当該資産に関する主要なリスクを管理し、負担することをいう。

サマリー 

香港税務局（以下、IRD）は2つの事前裁定事例を公表し、域外からの所得に係る免税（以下、

FSIE）制度の設例をアップデートした。 

これとは別に、シンガポール政府は、2024年1月1日から、シンガポール内に経済的実体を持たない多国

籍企業（以下、MNE）グループによって、シンガポールで受け取られた外国資産の処分取得に対して課

税する、新しいルールを提案している。 
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https://www.ird.gov.hk/eng/ppr/advance68.htm
https://www.ird.gov.hk/eng/ppr/advance69.htm
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アップデートされたFSIE制度の設例 

IRDはFSIE制度に関する設例のウェブページで、設例6をアップデートし、設例9を追加した。「香港で受けとる」 の解釈を扱った、これ

らアップデート・新規の設例の内容を以下に要約する。 

• 設例 6 (アップデート) は、MNE事業体が海外の銀行口座で受領し、香港に送金されていないが、香港で行われている取引、専門

職又は事業に関連する海外の不動産(例えば、ショールームや倉庫としてMNE事業体によって使用される海外の不動産)を取得す

るために使用された域外からの配当所得は、香港で受け取ったものとみなされ、FSIE制度の対象となることを明確にしている。これ

は、不動産取得の費用を支払うために配当を使用することは、香港で行われている取引、専門職または事業に関連して発生した債

務を弁済したことに相当するためである。 

• 設例 9 (新規) では、株主の香港の銀行口座に直接配当金を支払うために使用されている海外の銀行口座で、MNE事業体が

受け取った域外からの配当所得は、香港で受け取った所得とはみなされないことを確認している。 

 

シンガポールの外国資産処分所得課税に関する法律案 

シンガポール財務省は2023年6月6日、2023年所得税法 (改正) に関する公開意見募集を開始した。同法案は、予算措置及び非

予算措置を実施するための所得税法の様々な改正を含んでいる。これらの改正の一つは、外国資産の処分による収益を一定の状況下

で課税対象とみなす新たな第10条Lの導入である。 

この法律案では、2024年1月1日以降に発生した外国資産(すなわちシンガポールの外にある動産または不動産)の売却収益または

処分収益でシンガポールで受け取ったものは、一部を除き課税対象とみなされる。このみなし規定は、連結MNEグループ内の事業体

(すなわち、少なくとも1人のグループメンバーがシンガポール国外に事業所を有している。)にのみ適用される。みなし規定は、以下によっ

て行われる外国資産の売却又は処分から生じる所得には適用されない。 (1) 金融機関、 (2) シンガポールの特定の税制上の優遇

措置により所得税が免除されているか、または優遇税率で課税されている団体、 (3) 除外される事業体2 (基本的に、シンガポールで

合理的な経済的実体を持つ事業体)  

 

KPMGの見解 

シンガポールにおける外国資産の売却または処分による所得に対する課税案は、そのような所得に関する課税の取り扱いを欧州連合 

(EU) によって発行されたFSIE制度に関する最新のガイダンスと整合させるものである。これは事実上、2024年1月1日以降にシンガポ

ールで得られたそれらの所得は、それらが資本的なものであってもシンガポールで課税される可能性があることを意味する。 

香港では、域外からの資産処分収益に関するFSIE制度の拡大についての意見募集期間が2023年6月6日に終了した。2023年10

月に立法会へ改正法案を提出する前に、EUとのさらなる協議において、香港政府はこれらの意見募集で受け取ったフィードバックを考

慮に入れることが期待される。 

我々は、EUとの協議および今後の立法プロセスにおいて、香港政府は、上述のシンガポールの法律案に留意し、香港で提案され

ているFSIE制度の拡大が香港の競争力を低下させることがないようにすることを推奨する。 

 

 

 

2 「除外される事業体」 とは、次のものをいう。 (1) 純粋持株事業体 (PEHE) であって、 (i) 設立又は登録の根拠となる法律に基づく提出義務を遵守しており、かつ、(ii) その業務がシンガポール

において管理され実施されるもの、又は (2) 非PEHE (i) シンガポールにおいて貿易、事業又は専門職を行っているもの、 (ii) その業務がシンガポールにおいて管理され実施されているもの、 (iii) 

シンガポールにおいて 「合理的な経済的実体」 を有しているものであること。ただし、シンガポールにおける従業員その他の人員 (それらの資格及び経験を含む。) の数及びシンガポール内外で企業

が支出する事業費を考慮に入れる必要がある。 

https://www.mof.gov.sg/news-publications/public-consultations/public-consultation-on-proposed-income-tax-(amendment)-bill-2023#ITA2023
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注目すべきは、シンガポールで提案されている法律案では、シンガポールにおける経済的実体の合理性を評価する際、対象企業がシ

ンガポール内外で発生した事業支出を考慮することが示唆されている点である。現行のFSIE制度では、香港で発生した営業支出の

みが香港の経済的実体に算入されるため、香港政府は同じアプローチを香港で取ることができるかどうかを検討すべきである。また、シ

ンガポールの法律案は、資産が外国資産であるかどうかを確認するために、様々な種類の資産の所在地を決定するルールを明確に定

めていることも注目すべき点である。これにより、資産処分収益が範囲に含まれるか否かについて、納税者にとって確実性が増すことに

なる。 

資産処分収益をカバーする、香港で提案されているFSIE制度の適用範囲の拡大は、香港の税制の根本的な変更を意味する。香

港のビジネスグループは、このエリアの将来の動向を注視し、将来の何らかの機会を利用して、このような変更に関する意見や提案を

政府に表明すべきである。 
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